
川口市学校施設開放事業に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、市民の自主的な社会教育活動及び公共のための地域活動の振興を

目的として川口市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が実施する学校施設開

放事業に関し、川口市立小・中学校管理規則（昭和３２年教育委員会規則第２号）の

特例及び必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1) 学校施設開放事業 学校教育に支障のない範囲内において、自主的な社会教育

活動又は公共のための地域活動を行う団体に対し、教育委員会が、学校の施設等

を学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１３７条、社会教育法（昭和２４年

法律第２０７号）第４４条第１項及びスポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）

第１３条第１項に規定する利用に供する事業をいう。 

(2) 施設等 川口市立小・中学校の運動場、体育館、武道場、テニスコート及びその

他の学校の施設並びに附帯施設をいう。 

（教育委員会及び学校の責務） 

第３条 教育委員会は、第１条の目的に資するため、施設等の管理運営体制の整備を図

るものとする。 

２ 学校は、学校施設開放事業の趣旨を十分に踏まえ、市民による施設等の利用を推進

するものとする。 

（施設等の利用） 

第４条 教育委員会は、当該施設等の存する学校の校長（以下「校長」という。）の意

見を聴き、学校教育上支障がないと認める場合に限り、教育委員会が別に定める施設

等を利用させることができる。 

（施設等を利用することができる日等） 

第５条 施設等を利用することができる日は、通年（１月１日から同月４日までの日及

び１２月２８日から同月３１日までの日を除く。）とし、利用することができる時間

は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間の範囲内で、校長の意見を

聴いて、施設等ごとに教育委員会が別に定める。 

(1) 川口市立小・中学校管理規則第３条に定める休業日午前７時から午後９時まで 

(2) 平日（前号に掲げる日を除く。）午後５時から午後９時まで 

２ 施設の利用は２時間を単位として行うものとし、附帯施設の利用は１時間を単位と



して行うものとする。 

（利用できるものの範囲） 

第６条 施設等を利用することができるものは、５人以上の団体であって、その代表者

が成年に達している者であるものとする。 

（団体登録の申請） 

第７条 施設等を利用しようとするものは、一の学校について年間を通じ毎月１回以上

定期的に施設等を利用しようとするとき、又は年間１２回以上利用しようとすると

きは、団体の登録（以下「団体登録」という。）を受けなければならない。 

２ 一の団体において団体登録の申請が可能な学校の数は、２校までとする。 

３ 団体登録の申請をしようとするものは、利用する年度ごとに、教育委員会が定める

期日までに、次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。 

(1) 川口市立学校施設利用団体登録申請書（様式第１号） 

(2) 団体構成員名簿（様式第２号） 

(3) その他団体登録の審査に必要な書類 

（団体登録の承認等） 

第８条 教育委員会は、前条第３項の申請があったときは、校長の意見を聴いて当該申

請に係る事項を審査し、その結果を様式第３号の承認（不承認）書により当該申請を

したものに通知するものとする。 

２ 前項の承認書の交付を受けたもの（以下「登録団体」という。）は、教育委員会が

必要と認めて資料の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。 

３ 登録団体は、団体名、代表者、構成員その他の申請内容の変更があったときは、様

式第４号の変更届を教育委員会に提出しなければならない。 

４ 校長は、教育委員会が指定する電子申請システムの利用その他の方法により、登録

団体の構成員その他登録団体に関する情報を確認するものとする。 

（団体登録の廃止） 

第９条 登録団体は、団体登録を廃止しようとするときは、様式第５号の廃止届を教育

委員会に提出しなければならない。 

（団体登録の取消し） 

第１０条 教育委員会は、登録団体が偽りその他不正な手段により団体登録の承認を受

けたとき、又は登録団体として適当でないと認めるときは、団体登録を取り消すこと

ができる。 

２ 教育委員会は、前項の規定により団体登録を取り消すときは、様式第６号の取消書

により登録団体及び校長に通知するものとする。 



（協議会） 

第１１条 登録団体は、施設等の円滑な利用を図り、施設等の利用の予定等に係る調整

を行うため、学校ごとに学校施設開放に関する協議会（以下「協議会」という。）を

組織しなければならない。 

２ 協議会は、前項の調整を行うため、毎年度１回以上会議を行うものとする。 

３ 協議会に属する登録団体は、前項の会議にその構成員（成年に達している者に限る。）

を１人出席させなければならない。 

４ 協議会は、校長又は校長から委任を受けた者の意見を聴き、校長が認める範囲内で

第２項の調整を行わなければならない。 

５ 校長は、管理上必要な条件について、登録団体に対し、あらかじめ提示するものと

する。 

６ この規則に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定

める。 

（利用許可の申請及び許可） 

第１２条 施設等を利用しようとする登録団体は、教育委員会が指定する期日までに、

様式第７号の申請書により教育委員会に申請しなければならない。 

２ 一の登録団体が施設等を利用することができる時間は、一の学校につき週１８時間

以内とする。 

３ 教育委員会は、第１項の申請に対し許可をするときは、様式第８号の許可証を交付

するものとする。この場合において、教育委員会は、校長に対しその旨を通知するも

のとする。 

４ 前項の許可を受けた登録団体（以下「利用者」という。）は、施設等の利用に際し、

前項の許可証を携帯し、必要に応じて提示しなければならない。 

５ 教育委員会は、第３項の許可に際し、あらかじめ校長の意見を聴き、管理上必要な

条件を付すことができる。 

（利用の不許可） 

第１３条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利

用を許可しない。 

(1) 公益を害するおそれがあるとき。 

(2) 学校教育上支障があるとき。 

(3) 施設等を毀損するおそれがあるとき。 

(4) 物品の販売等営利又は有料の興行を目的とした催し等が行われるおそれがある

とき。 



(5) 政治的又は宗教的な活動が行われるおそれがあるとき。 

(6) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。 

(7) 管理上支障があるとき。 

(8) 前各号に掲げるもののほか、利用が適当でないと教育委員会が認めるとき。 

（夜間及び夏季における特例） 

第１４条 夜間に夜間照明施設の附帯する運動場を利用しようとするものは、当該夜間

照明施設を併せて利用しなければならない。 

２ 夏季に空調施設の附帯する体育館を利用しようとするものは、当該空調施設を併せ

て利用しなければならない。 

（利用者の遵守事項） 

第１５条 利用者は、施設等が学校教育の場であることを踏まえ、これに支障のないよ

う常に善良な管理者の注意をもって施設等を利用しなければならない。 

２ 利用者は、校長が指定する範囲内において施設等を利用しなければならない。 

３ 利用者は、小学校にあっては放課後児童クラブの活動を、中学校にあっては学校部

活動を妨げてはならない。 

４ 利用者は、川口市子どもの遊び推進条例（令和６年条例第４９号）に基づく施策に

よる施設等の利用を妨げてはならない。 

５ 利用者は、第２項から前項までに掲げるもののほか、学校内において、次に掲げる

行為をしてはならない。ただし、第１号から第３号までに掲げる行為のうち、校長の

許可を受けたものにあっては、この限りでない。 

(1) 物品の販売その他商行為をすること。 

(2) 火気を使用すること。 

(3) 飲食をすること。 

(4) 喫煙をすること。 

(5) その他他人に迷惑を与える行為をすること。 

６ 利用者は、その責めに帰すべき事故について、責任を負うものとする。 

（利用権の譲渡等の禁止） 

第１６条 利用者は、施設等の利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

（特別の設備の設置又は変更等の禁止） 

第１７条 利用者は、施設等に特別の設備を設置し、又は変更等をしてはならない。 

ただし、一時的な設備の設置について、あらかじめ校長の許可を受けたときは、この

限りでない。 

（利用許可の取消し等） 



第１８条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利

用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止させることができる。 

(1) 利用者がこの規則に違反し、又は教育委員会若しくは校長の指示に従わないと

き。 

(2) 利用者が第１０条第１項の事由に該当したとき。 

(3) 利用の許可の申請に偽りがあったとき。 

(4) 利用の許可の条件に違反したとき。 

(5) 納期限までに使用料が納付されなかったとき。 

(6) 第１３条各号のいずれかに該当すると認められたとき。 

(7) 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３９条並びに災害対策基本法（昭和

３６年法律第２２３号）第４９条の４及び第４９条の７その他法令に基づき他に

使用させるとき。 

(8) 市又は官公署が緊急に使用するとき。 

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めたとき。 

２ 教育委員会は、前項の規定により利用の許可を取り消すときは、様式第９号の利用

許可取消書により当該許可を受けた団体及び校長に通知するものとする。 

３ 利用者が第１項各号のいずれかに該当することにより同項の処分を受け、これによ

って損失が生じた場合であっても、教育委員会はその責めを負わない。 

（原状回復の義務） 

第１９条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなけ

ればならない。前条第１項の規定により利用の許可の取消し又は利用の制限を受け

たときも、同様とする。 

（損害賠償） 

第２０条 利用者は、故意又は過失により、施設等若しくは備品等を毀損し、又は滅失

したときは、その損害を賠償しなければならない。 

（事故報告等） 

第２１条 利用者は、施設等若しくは備品等を毀損し、若しくは滅失したとき、又は利

用者の負傷その他の事故があったときは、直ちに様式第１０号の事故報告書に教育

委員会が必要と認める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。この場

合において、教育委員会は、校長に対しその旨を通知するものとする。 

（使用料等） 

第２２条 施設等の利用に係る使用料については、川口市学校施設の使用料に関する条

例（令和７年条例第９６号。以下「条例」という。）の定めるところによる。 



２ 前項の使用料を納付した利用者は、施設等の利用等に際し、当該使用料の領収証を

携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。 

（使用料の減免） 

第２３条 条例第４条に規定する使用料の減額又は免除については、教育委員会が別に

定めるところによる。 

（使用料の還付） 

第２４条 利用者は、条例第５条に規定する還付を受けようとするときは、様式第１１

号の還付申請書兼請求書を教育委員会に提出しなければならない。 

（実費負担） 

第２５条 利用者は、運動場夜間照明施設又は体育館空調施設の管理を怠ったことによ

って生じた電気料金があるときは、その費用を負担しなければならない。 

２ 利用者は、利用者の責めに帰すべき事由により警備等にかかる費用が生じたときは、

その費用を負担しなければならない。 

（校長への委任） 

第２６条 教育委員会は、施設等の利用が一時的であるときは、施設等の利用の許可に

関する権限を校長に委任するものとする。 

２ 前項の場合において、施設等の利用等については、第４条から第６条まで、第１３

条から第１７条まで、第１８条第１項及び第３項並びに第１９条から前条までの規

定を準用する。 

（校長による優先利用の許可） 

第２７条 校長は、その必要があると認めるときは、一時的な利用を申請したものに対

し、登録団体に優先して利用を許可することができる。 

（施設等の利用に関する事務） 

第２８条 教育委員会は、施設等の利用に関する事務の一部を校長に行わせることがで

きる。 

（電子申請システムを使用した申請等） 

第２９条 この規則に定める申請及び届出等は、教育委員会が指定する電子申請システ

ムを使用して行うことができる。 

２ 前項の申請に対する許可の通知等は、電子メールを送信する方法により行うものと

する。この場合において、教育委員会は、校長に対しその旨を通知するものとする。 

（その他） 

第３０条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。 

附 則 



（施行期日） 

１ この規則は、令和８年６月１日から施行する。ただし、附則第４項の規定は、公布

の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１１条第２項の規定にかかわらず、令和８年度の利用の予定等に係る調整につい

ては、教育長が別に定めるところによる。 

３ 令和８年６月１日から令和９年３月３１日までの間の施設等の利用に係る第１２

条第２項の規定の適用については、同項中「週１８時間」とあるのは、「週第２８時

間」とする。 

（施行前の準備） 

４ この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行

うことができる。 



様式第 1号 

 

申請年月日     年  月  日 

 

 

川口市立学校施設利用団体登録申請書 
 

（あて先） 川口市教育委員会 

団 体 名 称 

フリガナ 

 

代 表 者 氏 名 

フリガナ 年 齢 

  

代 表 者 住 所 

〒   － 
※住民登録地の住所を記載してください 

 

代表者電話番号 

（携帯電話番号） 

      ―      ―    

（     ―      ―     ） 
（※日中に繋がる電話番号をお願いします）

電子メールアドレス  （※教育委員会からの連絡先となります）

団 体 構 成 人 数 
指導者    人・一 般    人・中学生     人・小学生    人 

合計     人（うち指導者を除く市内在住・在勤・在学     人） 

団体の活動種目  

使 用 施 設 （学校名） 

 

必要添付書類 

(1) 団体構成員名簿(様式第 2 号) 

(2) その他団体登録の審査に必要な書類 

 

確
認
欄 

添 付 書 類 
□団体構成員名簿(様式第 2 号)  

□その他団体登録の審査に必要な書類 

※記入していただいた個人情報は、川口市学校施設開放事業の業務以外には利用いたしません。 



様式第２号 

申請年月日     年  月  日 

団体構成員名簿（１/ ） 

団体の名称  

№ 構成員氏名 年齢 年齢等区分 住所、勤務先又は学校名 区分 

１ 

(代表者) 

  
指導者・一 般 

障害者 
 市内・市外 

２ 

 
指導者・65歳以上・一 般 

中学生・小学生・障害者 
 市内・市外 

３  
指導者・65歳以上・一 般 

中学生・小学生・障害者 
 市内・市外 

４  
指導者・65歳以上・一 般 

中学生・小学生・障害者 
 市内・市外 

５  
指導者・65歳以上・一 般 

中学生・小学生・障害者 
 市内・市外 

６  
指導者・65歳以上・一 般 

中学生・小学生・障害者 
 市内・市外 

７  
指導者・65歳以上・一 般 

中学生・小学生・障害者 
 市内・市外 

８  
指導者・65歳以上・一 般 

中学生・小学生・障害者 
 市内・市外 

９  
指導者・65歳以上・一 般 

中学生・小学生・障害者 
 市内・市外 

10  
指導者・65歳以上・一 般 

中学生・小学生・障害者 
 市内・市外 

11  
指導者・65歳以上・一 般 

中学生・小学生・障害者 
 市内・市外 

12  
指導者・65歳以上・一 般 

中学生・小学生・障害者 
 市内・市外 

13  
指導者・65歳以上・一 般 

中学生・小学生・障害者 
 市内・市外 

14  
指導者・65歳以上・一 般 

中学生・小学生・障害者 
 市内・市外 

15  
指導者・65歳以上・一 般 

中学生・小学生・障害者 
 市内・市外 

※記入していただいた個人情報は、川口市学校施設開放事業の業務以外には利用いたしません。 



団体構成員名簿（２/ ） 

団体の名称  

№ 構成員氏名 年齢 年齢区分 住所、勤務先又は学校名 区分 

16  
指導者・65歳以上・一 般 

中学生・小学生・障害者 
 市内・市外 

17  
指導者・65歳以上・一 般 

中学生・小学生・障害者 
 市内・市外 

18  
指導者・65歳以上・一 般 

中学生・小学生・障害者 
 市内・市外 

19  
指導者・65歳以上・一 般 

中学生・小学生・障害者 
 市内・市外 

20  
指導者・65歳以上・一 般 

中学生・小学生・障害者 
 市内・市外 

21  
指導者・65歳以上・一 般 

中学生・小学生・障害者 
 市内・市外 

22  
指導者・65歳以上・一 般 

中学生・小学生・障害者 
 市内・市外 

23  
指導者・65歳以上・一 般 

中学生・小学生・障害者 
 市内・市外 

24  
指導者・65歳以上・一 般 

中学生・小学生・障害者 
 市内・市外 

25  
指導者・65歳以上・一 般 

中学生・小学生・障害者 
 市内・市外 

26  
指導者・65歳以上・一 般 

中学生・小学生・障害者 
 市内・市外 

27  
指導者・65歳以上・一 般 

中学生・小学生・障害者 
 市内・市外 

28  
指導者・65歳以上・一 般 

中学生・小学生・障害者 
 市内・市外 

29  
指導者・65歳以上・一 般 

中学生・小学生・障害者 
 市内・市外 

30  
指導者・65歳以上・一 般 

中学生・小学生・障害者 
 市内・市外 

 ※３０名以上いる場合は２枚目の用紙の No.を変えて（31～）作成してください。 

※記入していただいた個人情報は、川口市学校施設開放事業の業務以外には利用いたしません。 



様式第３号 

承認年月日     年  月  日 

 

川口市立学校施設利用団体登録承認（不承認）書 

 
             様 

 

川口市教育委員会   印 

 

 

次のとおり学校施設の利用団体として承認（不承認）します。 

登 録 Ｉ Ｄ             

団 体 名 称 

フリガナ 

 

代 表 者 氏 名 

フリガナ 

 

代 表 者 住 所 

〒   － 

 

代表者電話番号  

電子メールアドレス  

団 体 構 成 人 数 
指導者    人・一 般    人・中学生     人・小学生    人 

合計     人（うち指導者を除く市内在住・在勤・在学     人） 

団体の活動種目  

使 用 施 設 （学校名） 

※不承認の理由  

 



様式第４号 

届出年月日     年  月  日 

 

川口市立学校施設利用団体登録変更届 
 

（あて先） 川口市教育委員会 

登録ＩＤ(必須)             

項   目 変更前 変更後 

団体名称(必須) 

フリガナ  

  

代 表 者 氏 名 

フリガナ  

  

代 表 者 住 所 

〒   －  

  

代表者電話番号 

（携帯電話番号） 

     ―     ―    

（    ―     ―     ） 

     ―     ―    

（    ―     ―     ） 

電子メールアドレス   

団 体 構 成 人 数 

指導者    人・一 般    人・中

学生    人・小学生    人 

合計     人（うち指導者を除く市内

在住・在勤・在学     人） 

指導者    人・一 般    人・中

学生    人・小学生    人 

合計     人（うち指導者を除く市内

在住・在勤・在学     人） 

団体の活動種目   

変 更 年 月 日            年     月     日 

※登録ＩＤ、団体名称及び変更する部分のみ記載してください。 

構成員を変更（追加または削除）する場合は下記も記載してください。 

№ 構成員氏名 年齢等区分 住所、勤務先又は学校名 区分 
追加

削除 

１  
指導者・65歳以上・一 般 

中学生・小学生・障害者 
 市内・市外 

追加 
・ 
削除 

２  
指導者・65歳以上・一 般 

中学生・小学生・障害者 
 市内・市外 

追加 
・ 
削除 

３  
指導者・65歳以上・一 般 

中学生・小学生・障害者 
 市内・市外 

追加 
・ 
削除 

４  
指導者・65歳以上・一 般 

中学生・小学生・障害者 
 市内・市外 

追加 
・ 
削除 

５  
指導者・65歳以上・一 般 

中学生・小学生・障害者 
 市内・市外 

追加 
・ 
削除 

※記入していただいた個人情報は、川口市学校施設開放事業の業務以外には利用いたしません。 



様式第５号 

 

届出年月日     年  月  日 

 

 

川口市立学校施設利用団体登録廃止届 

 
 

（あて先） 川口市教育委員会 

登 録 Ｉ Ｄ             

団 体 名 称 

フリガナ 

 

代 表 者 氏 名 

フリガナ 

 

代 表 者 住 所 

〒   － 

 

代表者電話番号 

（携帯電話番号） 

      ―      ―    

（     ―      ―     ） 

廃 止 年 月 日         年       月       日 

廃 止 の 理 由  

 
 



様式第６号 

 

川口市立学校施設利用団体登録取消書 

 

 
             様 

 

次のとおり学校施設の利用団体の登録を取り消します。 

登 録 Ｉ Ｄ             

団 体 名 称 

フリガナ 

 

代 表 者 氏 名 

フリガナ 

 

団体の活動種目  

使 用 施 設 （学校名） 

取 消 理 由  

取 消 日      年    月    日 

 

 

年    月    日 

 

 

川口市教育委員会   印 

 

 

 

 



様式第７号                                      （１/２） 

   年  月  日 

 

川口市立学校施設利用申請書 

 

（あて先） 川口市教育委員会 

 

次のとおり利用したいので申請します。 

団 体 名 称  

代 表 者 氏 名  

代表者電話番号 

（携帯電話番号） 

      ―      ―    

（     ―      ―     ） 

利 用 目 的  

利 用 施 設 

（学校名）              

（施設名） 

利 用 日 時 

（ 一 月 毎 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 



（２/２） 

利 用 日 時 

（ 一 月 毎 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

※記入していただいた個人情報は、川口市学校施設開放事業の業務以外には利用いたしません。 



様式第８号                                      （１/３） 

 

川口市立学校施設利用許可証 
 

次のとおり利用を許可します。 

   年   月   日 

 

川口市教育委員会   印  

 

団 体 名 称  

代 表 者 氏 名  

利 用 目 的  

利 用 施 設 （学校名）                   （施設名） 

利 用 許 可 日 時 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

 



（２/３） 

利 用 許 可 日 時 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

年   月   日（  曜日）   時 ～   時 
( 空 調 ・ 照 明 ) 

(   時 ～   時 ） 

 

使 用 料 

施 設 使 用 料 

（市内・市外） 
円 施設使用料の裁定 全 徴 ・ 減 額 ・ 免 除 

附帯施設使用料 円 合 計 円 



 

（３/３） 

 

この処分に不服があるときは、次に掲げるところにより審査請求又は処分取り消しの訴えの提起をするこ

とができます。 

(1) 審査請求は、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して 3 月以内に川口市長に対してする

ことができます。ただし、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して 3 月以内であっても、

この処分の日から起算して 1 年を経過すると審査請求をすることができなくなります。 

(2) 処分の取り消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 6 月以内に、川口市

を被告として提起することができます。この場合、当該訴訟において川口市を代表する者は、川口市教

育委員会です。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 6 月以内であっても、こ

の処分の日の翌日から起算して 1 年を経過すると処分の取り消しの訴えを提起することができなくなり

ます。 

(3) 審査請求をした後に行う処分の取消しの訴えは、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して 6 月以内に提起することができます。ただし、裁決があったことを知った日の翌日

から起算して 6 月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して 1 年を経過すると処分の取り消し

の訴えを提起することができなくなります。 

 



様式第９号 

 

川口市立学校施設利用許可取消書 
 

団 体 名 称  

代 表 者 氏 名  

代表者電話番号  

利 用 施 設 （学校名）             （施設名） 

利 用 日 時     年    月    日（   曜日）    時  ～     時 

利 用 附 帯 施 設 （ 空 調 ・ 照 明 ）      時  ～    時 

 

使 用 料 

施 設 使 用 料 

（市内・市外） 
円 附帯施設使用料 円 

使 用 料 の 裁 定 全 徴  ・  減 額  ・  免 除 

合 計 円 

 

取 消 理 由 

 

川口市学校施設開放事業に関する規則第 18 条第 1 項第  号の事由に該当するた

め、上記利用許可を取り消します。 

 

具体的理由： 

 

 

   年   月   日 

川口市教育委員会   印    

 

 

この処分に不服があるときは、次に掲げるところにより審査請求又は処分取り消しの訴えの提起をするこ

とができます。 

(1) 審査請求は、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して 3 月以内に川口市長に対してする

ことができます。ただし、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して 3 月以内であっても、

この処分の日から起算して 1 年を経過すると審査請求をすることができなくなります。 

(2) 処分の取り消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 6 月以内に、川口市

を被告として提起することができます。この場合、当該訴訟において川口市を代表する者は、川口市教

育委員会です。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 6 月以内であっても、こ

の処分の日の翌日から起算して 1 年を経過すると処分の取り消しの訴えを提起することができなくなり

ます。 

(3) 審査請求をした後に行う処分の取消しの訴えは、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して 6 月以内に提起することができます。ただし、裁決があったことを知った日の翌日

から起算して 6 月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して 1 年を経過すると処分の取り消し

の訴えを提起することができなくなります。 



様式第１０号 

  年   月   日 

 

（あて先）川口市教育委員会 

 

団 体 名                  

代表者氏名                  

住 所                  

連 絡 先 
携帯電話番号                  

 

事 故 報 告 書 
このことについて下記のとおり報告します。 

事 故 の 種 別 １ 毀損事故   ２ 負傷事故   ３ 車両事故   ４ その他 

発 生 日 時 年    月    日      時   分頃 

発 生 場 所  

毀損場所・程度  

負

傷

者 

氏 名  生年月日 年  月  日生 男・女 

負傷の程度  

保護者氏名  （※負傷者が未成年の場合のみ）

住 所  

連 絡 先 

(携帯電話番号) 
 （※未成年の場合は保護者の連絡先）

受

診

機

関 

名 称  

住 所  

連 絡 先  

事故発生の状況 

(原因等詳しく) 
 

事 故 発 生 後 の 

経 過 措 置 

(報告状況など） 

 

今 後 の 対 応  

※記入していただいた個人情報は、川口市学校施設開放事業の業務以外には利用いたしません。 



様式第１１号 

 

川口市立学校施設使用料還付申請書兼請求書 
 

（あて先） 川口市教育委員会 

 

団 体 名 称  

代 表 者 氏 名  

代表者電話番号  

利 用 目 的  

利 用 施 設 

（学校名）             

（施設名）  

利 用 日 時    年   月   日（  曜日）   時 ～   時 （ 空調 ・ 照明 ） 

  

使 用 料 

施 設 使 用 料 

（市内・市外） 
円 施設使用料の裁定 全 徴 ・ 減 額 ・ 免 除 

附帯施設使用料 円 合 計 円 

 

上記申請に基づき既納した使用料を下記の事由につき還付申請します。 

還 付 の 事 由 

該当する要件の項目番号に〇をしてください。 

 

１ 申請者の責めによらない理由により利用することができなくなったため。 

 

２ 公職選挙法第39条並びに災害対策基本法第49条の 4及び同法第49条の 7その

他法令に基づき他に使用させるため利用の許可を取り消されたため。 

 

３ 市（教育委員会及び学校を含む）又は官公署が緊急に使用するため利用の許可

を取り消されたため。 

 

還 

 

付 

 

振 

 

込 

 

先 

金 融 機 関  

銀行・信用金庫 

労働金庫・信用組合 

農協・ゆうちょ銀行 

支 店 名  本店・支店・出張所 

預 金 種 目 普 通・当 座 口座番号        

名義人（カタカナ）  

※記入していただいた個人情報は、川口市学校施設開放事業の業務以外には利用いたしません。 


